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１．責任技術者の役割 

①工事に関する技術上の管理 

②工事に従事する者の技術上の指導及び監督 

③排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているか否かの確認 

 【関係法令および基準等】 

 

◎ 法令 
・下水道法  
  第 10 条（排水設備の設置等） 
  第 16 条（公共下水道管理者以外の者の行う工事等） 
・下水道法施行令 
  第 8 条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準） 
・省令 
 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方

法を定める件（建設省告示第千五百九十七号） 
・神戸市下水道条例 
  第 3 条（排水設備の新設等の確認及び届出） 
  第 6 条（屋外排水管の内径等） 
  第 8 条の 13（指定の取消等） 
・神戸市下水道条例施行規則 
  第 5 条（排水設備の技術基準） 
・その他、建築基準法など各種関連法令 
 
◎ 基準等 
・神戸市排水設備指針と解説 
  第１章 §１－５（ポンプ排水設備設置に伴う事前協議） 
・各種要綱 
  排水設備工事指導要領 
  ディスポーザ排水処理システム取扱要綱 
  公共下水道（取付管・ます）改善への支援事業実施要綱 
・下水道設計標準図 
  取付管工及びます設置工 
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２．神戸市における排水設備工事の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

接続ますの有無 
状態の確認（写真撮影） 

接続ます新設申請 
    改善申請 

汚水ポンプ事前協議 

ディスポーザ事前協議 

「排水設備計画（変更）確認申請書」の提出 
（添付書類：設計書、接続ます写真、責任技術者証写し、その他） 

※ 着手予定日の 14 日前までに提出（審査期間 14 日間） 

市より「確認証」の交付 

工事の施工・完了 

「完成届」の提出 
（添付書類：写真、完成図） 

※ 完工後、速やかに提出ください 

完成確認（現地または書面） 

完了 

この手続きは､管路課 

改善担当に問合せ下さい｡ 

電話：078-806-8794 

変更申請 

※２－７ 

※２－１ 

※２－２ 

※２－５ 

※２－６ 

※２－８ 

計画の変更が生じた場合

は、変更事項の確認申請を

別途行い、「確認証（変更）」

の交付を受けてください。 

※２－３ 

※２－４ 
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２－１ 接続ますの状態を確認（写真が必要）別紙１ 
・接続ます（公共汚水ます）の状態を確認してください。 

・接続箇所の状態が確認できる写真を排水設備計画（変更）確認申請書に添付ください。 

⇒「接続ますがない場合」や「コンクリートます」・「公道にますがある」場合は２－２へ 

・なお、現地にますがあった場合も使用可能な状態か確認してください。特に空地の場合

は、本市の管更生工事にて、接続をしていない場合（別紙１のとおりプレートを設置し

ています）もあります。 

 

２－２ 接続ますがない場合・コンクリートます（内径φ350）の場合 別紙２ 
・「接続ますがない」場合は、新設の申請等について「下水道部管路課（改善担当）：

078-806-8794」へお問い合わせください。 

・接続ますが「コンクリートます」や取付管が「ヒューム管」、「公道にますがある」場合

は、改善工事の支援制度があり、神戸市より給付金が出る場合があります。 

⇒ 別紙２の調査報告書等が必要になりますので、手続き方法は、上記の改善担当へお問

い合わせください。 

 

２－３．汚水ポンプ設備の事前協議 別紙３ 
・汚水ポンプ設備を設置または改造する場合は、排水槽の構造やポンプの運転方法につい

て、排水設備の計画確認申請前に協議してください。 
・なお、地上階以上の下水は、原則、自然流下によって直接排水し、汚水ポンプ設備を利

用する下水は、地下階のものや地形的に十分な勾配が取れない箇所など、限定されたも

のとしています。 
・構造基準等については、『神戸市排水設備指針と解説』（第３章 地下排水槽）をご確認

ください。 
・協議の際は、汚水ポンプ設備の担当者に事前予約（予約システムまたは電話

078-806-8799）してください。 
 

２－４．ディスポーザ排水処理システム設置事前協議 別紙４ 
・ディスポーザ排水処理システムを設置または改造する場合は、排水設備の計画確認申請

前に協議してください。 
・設置されるディスポーザ排水処理システムは日本下水道協会規格のものとしています。 
・排水処理システムを伴わない単体ディスポーザの設置は認めておりません。 
・神戸市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱に基づく申請書の提出を求めています。 
・協議の際は、ディスポーザ排水処理システムの担当者に事前予約（予約システムまたは

電話 078-806-8799）してください。 
 

２－５ 排水設備の計画確認申請（着手予定日の 14 日前までに提出）別紙５・６ 
・申請は『e-KOBE：神戸市スマート申請システム』にて申請ください。 

リンク先：https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home 

※ 上記、電子申請が難しい方は、必要な書類を窓口にご提出ください。 

なお、郵送での申請は、書類紛失等の原因となるため、お控えください 
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・受付後、神戸市で申請内容を確認し「確認証」を交付します。「確認証」の交付後に工

事着手が可能となります。 

※ 計画確認の手続きには標準 14 日間要しますので、前もって申請してください。 

・申請書時の添付書類は次のとおりです。 

□ 設計書 

□ 接続ますの写真 

□ 責任技術者証の写し 

□ その他、① グリース、オイル阻集器に関しては、容量計算書、仕様書（図面） 

② 汚水ポンプ（鑑及びポンプ調書）やディスポーザの事前協議資料（鑑）

の写し 

・「確認証」の交付は、電子申請の場合は郵送にて交付します。窓口で申請されたものは、

申請窓口横に指定工事店名を貼り出しますので、指定工事店名のマグネットを職員へ渡

してください。職員が「確認証」をお渡しします。 

 

２－６ 変更申請（変更事項着手予定日の 14 日前までに提出）別紙７ 
確認を受けた排水設備工事の計画を変更する場合は、変更申請が必要です。怠った場合、

条例に基づく罰則（指定の取消し等）規程が設けられておりますので、ご留意ください。 

 

２－７ 「完成届」の速やかな提出 別紙５・８・９ 
・「完成届」提出前に、責任技術者が必ず「自主検査」を行って下さい。 
・届出は『e-KOBE：神戸市スマート申請システム』にて申請ください。 

リンク先：https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home 

※ 上記、電子申請が難しい方は、必要な書類を窓口にご提出ください。 

なお、郵送での申請は、書類紛失等の原因となるため、お控えください 

・「完成届」は、排水設備工事完成後、速やかに届け出てください。完成後 30 日以内に「完

成届」が提出されない場合は、条例に基づく罰則（指定の取消し、効力の停止）規程が

設けられておりますのでご留意ください。 

・申請書時の添付書類は次のとおりです。 

□ 完成図（軽微な変更があった場合） 

□ 写真（施工状況及び排水設備の接続方法が確認できるもの、阻集器等を設置した場

合は、当該設備の設置場所、寸法及び型式番号がわかるもの） 

 

２－８ 完成確認（現地または書面）について 
・「完成届」提出後、現地確認または書面確認を行います。（神戸市では検査済証等は発行

しておりません） 

・阻集器類や汚水ポンプ、ディスポーザ等の特殊な場合は必ず現地確認を行います。その

他は、抽出して現地確認をします。 

・現地確認当日までに施主側と、立ち入り許可などの調整を十分に行っておいて下さい。 
 ・マンションや工場など規模が大きい物件の場合は、排水設備業者側で人員や蓋開道具な

ど状況に応じた対応をお願いします。 
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２－９ 窓口での相談等について 
書類の提出や相談等、来庁される場合は、ぜひ事前予約システムをご活用ください。 

なお、窓口では予約者を優先で対応いたします。 

 リンク先（窓口予約）：https://www.city.kobe.lg.jp/a16804/tetsuduki/yoyaku.html 

 ※ 予約は前日までとなっております。 
 

２－10 窓口申請時（確認申請書・完成届等）の訂正について 
・窓口での申請時に、書類の記載事項に訂正が必要な場合、原則再提出ください。 

・軽微な訂正の場合は、 

① 該当箇所を二重線見え消し訂正した後、申請者若しくは受任者（指定工事店の社印、

代表者印、代表者個人印、責任技術者個人印のいずれか）の押印（訂正印） 

② 書面下の欄外等に自署「訂正、訂正者会社名、訂正者氏名」を行ってください。 

※ いずれの場合も修正液は使用しないでください。） 
 

３．違反行為と減点制度（神戸市下水道条例施行規則 第６条の８） 

違反の内容 
点 数 

指定工事店 責任技術者 

① 無届工事及び変更申請を怠ったとき（事前着工） １５  １５ 

② 完成後３０日以内に完成届を提出しないとき  １０  １０ 

③ 検査の是正の指示に従わなかったとき  ３０  ３０ 

④ 工事を一括して他の者に請け負わせたとき  ２０   － 

⑤ 工事の申込みを正当な理由なく拒んだとき  ２０   － 

⑥ 営業に関し罰金以下の刑に処せられたとき  ２０   － 

⑦ 工事に関し、市の指示に従わなかったとき  ３０   － 

⑧ 完成した排水設備が確認を受けた内容と異なるとき  １５   － 

⑨ 責任技術者が２以上の指定工事店に所属したとき   －  ２０ 

※減点制度の他に下水道条例第８条の 13 に基づく指定の取消及び効力の停止があります。 

 

４．排水設備の技術上の基準等 別紙 10 

４―１．基本事項 
◎ 前述の「１．責任技術者の役割」に記載する、関係法令および基準等に基づいて、排水

設備工事の計画及び施工してください。 

【基本的事項の抜粋】 

＜分流式（接続先の確認）＞ 

・汚水は接続ます、雨水は側溝等に接続（施行令第８条第４号、条例４条）すること。 

・接続は公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷することがないこと。 

・汚水管は原則として１本の排水管にまとめ、接続ますの底部に接続（指針§４－２）す

ること。 

・屋外に設置する衛生器具等は雨水混入対策を施すこと。別紙 11 
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＜排水管＞ 

〇勾 配 

・管渠の勾配はやむを得ない場合を除き 1/100 以上を確保すること（施行令第８条第５号）。 

・屋内排水設備は、φ65 以下-1/50、φ75・100-1/100 以上、φ125-1/150 以上、φ150 以

上-1/200 以上確保すること（指針§２－６）・ 

・屋外排水設備は、φ75-3/100 以上、φ100-2/100 以上、 φ125-1.5/150 以上、 φ

150-1.2/100 以上確保すること（指針§４－４）。 

〇材 質 

・屋外の露出排水管は、硬質塩化ビニルの一般管（ＶＰ管）又はＶＰ管と同等以上の耐久

性のあるものを使用すること（指針§４－３）。 

〇口 径 

・大便の用に供する器具から汚水を排除する屋外排水管は内径 100 ㎜以上とし、大便以外

の用に供する器具から汚水を排除する屋外排水管は内径 75 ㎜以上とすること（条例第

６条）。 

・雨水を排除する屋外排水管は、内径 75 ㎜以上とすること（条例第６条）。 

〇延 長 

・管渠の長さが内径の 120 倍を超えない範囲内とすること（管渠の清掃上適当な箇所に桝

を設置）（施行令第８条第８号）。 
 

＜ます＞  別紙 12 

・もっぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所にます又はマンホールを設けること（施行

令第８条第８号） 

・下水の流路の方向・勾配が著しく変化する箇所にます又はマンホールを設けること（※

管渠清掃に支障がない場合は除く）（施行令第８条第８号） 

・雨水を排除すべきますにあっては 15 ㎝以上の泥だめ又はインバートを設けること。（施

行令第８条第 10 号） 

・トイレ大からの最初のます(第１ます)は､45L あるいは 45YS とすること（指針§４－12）。 
 

＜通気管＞ 

・２F のトイレとその他の衛生器具を同一の排水横管に接続する場合（立下り管φ75）は、

通気を設けること（指針§２－21）。 

・３F以上の立下り管には通気管を設けること（指針§２－21）。 

・汚水の流入により通気が妨げられないようにすること(省令)。 

・直接外気に衛生上有効に開放すること。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防

止する装置がある場合は除く（省令）。 
 

＜阻集器＞   別紙 13 

・阻集器（油脂、鉱油、土砂その他これらに類するもの）が必要となる用途（建物）であ

る場合、阻集器容量計算書及び構造図を添付し、有効な位置に使用目的に適合した阻集

器を設けること。（省令） 



7 
 

４－２．１号人孔（接続ます）への接続方法 別紙 14 
 接続ますが、塩ビ製以外のますの場合は、接続方法がわかる構造図等を添付してくださ

い。なお、１号人孔等については、原則、本市の『下水道設計標準図』のとおり施工して

いください。 

 

４－３．ドレン排水の取扱い 
・給湯器や空調機のドレン排水、受水槽等のドレン排水は、下水道法により、汚水に接続

することとなっています。 

・一般家庭用の給湯器（および空調室外機）からのドレンについては、構造上、汚水に接

続できない場合に限り、雨水への接続も認めています。 

※ あくまで限定的な取扱いです。 

 

４－４．雨水浸透ます 
・神戸市では浸水区域による雨水貯留浸透施設の義務付けはしておりません。雨水は隣接

の側溝等に排除してください。 

・神戸市内は、浸透施設の設置に適さない急傾斜の地形や土質等が多く存在し、設置（箇

所）の適否が難しいため、安易に設置することはできません。 

・設置を検討する場合は、急傾斜地や擁壁上部の区域などの設置が禁止されている区域、

沿岸部で地下水位が高い場合などで、隣接地や周辺の自然環境へ及ぶ影響など、詳細に

調査・確認を行い、慎重に計画するようお願いします。 

 

４－５．屋外洗車機（ガソリンスタンド等）の流量調整 別紙 15 
 雨天時に排水に雨水が混入する恐れがある屋外の大型洗車機を設置する場合は、次のとお

り施工してください。 

 ① 便所や流し、洗濯機などの家庭用排水は、直接、接続ますに排除する。 

 ② 事務所及びキャノピー（給油箇所の屋根）の雨水は、側溝等の雨水排水に排除する。 

 ③ 油などを含んだ排水は、油水分離槽（除外施設等）を経由して、オリフィス構造によ

る流量調整制御を行う。 

 

４－６．床下集合配管システム（排水ヘッダー）の取扱い 
トイレ大の排水系統は、閉塞時の維持管理に配慮して排水ヘッダーとは別系統とし、従来

どおり屋外排水管で計画してください。 

 

５．その他の手続き 

５－１．工場・事業場排水（特定施設・除害施設）に関する手続き 

特定施設、除害施設などの手続きは「計画課（事業場排水指導担当）：078-806-8916」へ

連絡して下さい。 

リンク先：神戸市：排水規制（工場・事業場排水） (kobe.lg.jp) 
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５－２．工事現場等の下水道接続（仮設トイレなど） 

臨時的また一時的な使用であっても「下水道使用料」が発生しますので、給水装置工事申

請書兼設計書（水道局提出）における「下水道使用申出欄」を適切に記載し、申請（下水道

使用料の納付）してください。 

また、工事用事務所や作業員詰所等の建物が伴う場合は、排水設備計画確認申請書を提出

願います。（接続ます上にポータブルトイレのみを設置する場合、排水設備計画確認申請書

の省略可） 

※ 公共下水道の無届使用・使用量未徴収が判明した場合、以下の処置となります。 

(1)下水道使用料の遡及 

神戸市が事情聴取の上、使用開始時期に遡って下水道使用料を請求します。 

(2)過料その他の行政処分 

神戸市下水道条例第 26 条により、使用者に過料を科す場合や、指定工事店・責任

技術者の減点制度の適用や指定を取消す等の行政処分を行うことがあります。 

 

５－３．責任技術者の各種変更に関する手続き 

以下のいずれかに該当する変更が生じた場合は、変更の日から 30 日以内に変更手続きを

行ってください。 

(1)氏名、住所、電話番号等、届出事項の変更 

(2)所属する店舗の変更（所属する店舗の名称が変更する場合も含む） 

(3)神戸市の指定をとりやめる場合 

 

６． その他 

排水設備の確認申請にかかる通知文や様式等については、本市ＨＰ（下の URL）に掲載し

ております。ご活用ください。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a16804/tetsuduki.html#haisuisetsubi_kakuninshinsei 
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下水道に関する問い合わせ先 
 

神戸市建設局 

排水設備計画確認申請 

指定工事店・責任技術者 

下水道部管路課 

排水設備担当 

神戸市中央区 

磯辺通 3 丁目 

1-7 

コンコルディア

神戸 3 階 

078-806-8799 

接続ます・取付管 

新設申請・改善申請 

下水道部管路課 

改善担当 
078-806-8794 

公共下水道台帳 

（管路図）の閲覧 

下水道部管路課 

管路担当 
078-806-8754 

下水道使用料 

排除汚水量申告 

下水道部経営管理課 

業務担当 
078-806-8709 

特定施設・除外施設等 

工場排水指導 

下水道部計画課 

事業場排水指導担当 
078-806-8916 

開発指導 
下水道部計画課 

指導担当 
078-806-8907 

公共下水道に関する 

相談・指導 

東灘区 

灘 区 

中央区 

東水環境センター サービス係 

神戸市東灘区魚崎南町 2-1-23 
078-451-0456 

兵庫区 

長田区 

須磨区 

中央水環境センター サービス係 

神戸市長田区南駒栄町 1-44 
078-641-2711 

北 区 
中央水環境センター 北下水道係 

神戸市北区山田町下谷上字上ノ勝 4-1 
078-581-6250 

垂水区 

西 区 

西水環境センター サービス係 

神戸市垂水区平磯 1-1-65 
078-752-1700 

 

（参考） 

●農業集落排水地域の排水設備計画確認申請の受付業務について 

（一財）神戸住環境整備公社施設整備部設備保全課 

所在地：神戸市長田区二葉町 5 丁目 1 番 32 号 

電 話： 078-647-8934 

  

●浄化槽についての相談（令和元年 6 月 2 日より以下に移転） 

環境局環境保全部環境保全指導課 

所在地：神戸市中央区磯上通７丁目１番５号 三宮プラザＥＡＳＴ２階 

電 話： 078-595-6226 



（別紙１）

遠景

近景

見　本

市章 がわかるように



平成31年1月 

指定工事店の皆様へ 

 

接続ます（公共汚水ます）及び取付管の使用について 

 

接続ます及び取付管の使用について、下記の事項に十分注意して下さい。 

 

 1. 排水設備の新設等の工事を行うにあたっては、接続ます（公共汚水ます）及び取付管

の状態を確認してから、接続ますを使用して下さい。 

接続ますが、小口径塩ピ製の場合も状態を確認してから使用して下さい。 

排水設備計画（変更）確認申請書には、接続ますの写真（遠景・近景）を添付して下

さい。 

 

2.  公共下水道の管更生工事（ライニング工事）を行った区域で、土地が空き地であった

場合は、接続ますが下水道本管に接続していない箇所があります。その場合は、お知ら

せプレート（下図参照）を設置しています。 

接続ますを使用する前に、必ずプレートの有無を確認しプレートがあれば各水環境セ

ンターヘ連絡して下さい。 

 

 

3.  家屋等の新築・建替えを行うにあたって、現地に接続ますが無い場合は、「神戸市建

設局下水道部管路課（改善担当）：電話078-806-:8794Jへお問い合わせ下さい。 

接続ますが「コンクリートます」や取付管が「ヒューム管」、「公道にますがある」

場合は、改善工事の支援制度があり、神戸市より給付金が出る場合がありますので制度

をご利用下さい。手続き方法は、上記の改善担当へお問い合わせ下さい。 



 令和　　　年　　　月　　　日

区 号

調査業者　（法人にあっては名称及び代表者氏名、指定工事店の場合は指定番号も記入すること）
指定番号 電話番号

FAX番号

調査担当者

携帯番号
建築予定場所　（住居表示で記入・無いときは、宅地の地番）

同時引き込み予定：　　水道　　・　　ガス 宅地割の予定：　　　有　　・　　無

調査前に準備する物：　A3　1/500程度の台帳図　本管・取付管説明図　各１枚　市HPより出図

敷地内に複数の取付管・接続ますがある場合、その件数分の調査報告書を提出してください。
該当する項目に☑をしてください。

１．台帳図表記情報
□ HP □ K１ □ □

□ HP □ K１ □ K　　HP □ 無

２　現地調査情報
□ HP □ K１ □ K　　HP □ 無

□ □

□ □

□ 別からの排水設備の流入なし □ 別からの排水設備流入の疑いあり（通称：共排）

３．使用予定の有無
□ 使用する □ 使用しない（撤去）

神戸市記入欄

※提出方法や添付資料については「直接申請・無人・郵送受付、提出書類チェックリスト（改築工事）用」をご確認下さい。

令和　　年　　月建築予定時期：

使用状況

　その他

取付管 管径： mm

取付管 管径： mm

K　　HP

接続ます
Φ350　コンクリートます・市章入蓋

コンクリートます・蓋なし

小口径塩ビます

コンクリートますなし

公共下水道（取付管・接続ます）の調査報告書

本管 管径： mm

（別紙２）



令和　　年　　月　　日

神戸市公共下水道管理者 宛

申請者 ○○　○○

記

１．基本事項

（１）汚水ポンプを設置する建物の所有者

（２）汚水ポンプを設置する建物の住所

（３）排水槽に流入させる下水の種類及び建築物の用途

下水の種類：

建築物の用途：

（４）汚水ポンプ排水設備を設置する理由

（５）事前協議窓口

２．協議事項

□ ばっ気装置設置の有無  （「指針と解説」§3-5）

□ 排水槽の構造 （「指針と解説」§3-6～§3-9）

□ ポンプの種別・口径・能力・台数  （「指針と解説」§3-10～§3-18）

□ ポンプ運転制御方式  （「指針と解説」§3-20）

□ ポンプ運転水位（停止及び起動）及び容量  （「指針と解説」§3-21）

□ その他（硫化水素発生抑制対策など）

３．添付資料

□ 別紙〇　：位置図及び全体事業の分かる計画図

□ 別紙〇　：給排水設備計画図面一式

□ 以下、①～⑥を排水槽及びポンプの設置個所毎に添付

①ポンプ排水設備調書

②排水槽の詳細図（平面図、断面図 縮尺1/20以上）

　※ポンプを設置した状態及びポンプの停止水位、起動水位などを記入すること。

③実揚程と吐出し管の配管延長図（断面図）

④計画下水量の算定計算書

⑤排水槽の容量計算書

⑥ポンプ及び操作盤などの選定資料（カタログなど）

□ 別紙〇　：その他ポンプ排水設備設計に必要な資料

以上

ポンプ排水設備に伴う事前協議書

　下記の通り、神戸市排水設備指針と解説（以下「指針と解説」）§1-5にある汚水ポンプ排水設備の新設（又は
改造）を計画していますので協議をお願いします。

（別紙３）



行政区<        区　No,　　　　>
ポ　ン　プ　排　水　設　備　調　書

（位置） 部　Ｐ．

（氏名） （住所） （氏名）

ＴＥＬ ＴＥＬ

ＴＥＬ ＴＥＬ

ＴＥＬ ＴＥＬ

ＴＥＬ ＴＥＬ

汚水 槽　　NO. 1 槽　　NO. 1～2 混合 槽　　NO. 槽　　NO. 槽　　NO. 槽　　NO. 槽　　NO.

審　査　調　書　（ 汚水 槽 ＮＯ. 全容量 ○.○○ ｍ３　　）

計画１日 （縦） （横） （深） （容量） （滞留量）

平均給水量 ○.○○ｍ ○.○○ｍ ○.○○ｍ ○.○○ ｍ3 ○.○○ ｍ3

１　　日 （容量） （運転時間）

給水時間 ○ 分

計画１日 （縦） （横） （深） （容量） （容量） （運転時間）

平均汚水量 ○.○○ｍ ○.○○ｍ ○.○○ｍ ○.○○ ｍ3 ○ 分

計画時間 （容量）

最大下水量

業　種

○○○○ ○○.○ ｍ2

 平成１８年３月作成

清掃頻度 例：○ヶ月に１回

 

吐出管の
単独配管方式　or　合流配管方式 ポンプ納入仕様書

配管状況

↑各排水槽に流入してくる個数
を記入してください。

液位計
（§3-22）

原則
投込式　or　気泡式　or　転倒式

○相　○○○Ｖ
逆流防止

対策
（§3-17）

逆止弁 排水槽の平面図・断面図

ミニキッチン ○ 個
制御方式

（§3-20）
A方式　or　B方式

○○ ｍｍ 計算書
口　径

手洗器 ○ 個

電
気
設
備

負荷電圧及
電気方式

（§3-26）

小便器 ○ 個
通気管口径
（§3-8）

５０ｍｍ以上
吐出管

単独通気
ポンプ台数
（§3-11）

原則　2 台 平面図

○.○○ ｍ3／分

そ
　
　
の
　
　
他

添付図面 位置図

大便器 ○ 個 通
気
方
式

通気系統

出　力

吐出量

タイマー
（§3-20）

60分以内（基本60分）
（必ずタイマー制御をつける）

衛
生
器
具
等
の
設
置
数

厨　房
面　積

メーカー名 ○○○○
電動機

○.○○ ＫＷ

○.○○ｍ3

ば
っ

気
設
備

種　別
（§3-5）

吸い込みピットと底部の勾配、タイマー等が十
分であれば、ばっ気設備は不要です。

全揚程 ○.○○ ｍ

↑吸込ピットの深さはタイマー運転
最低水位より10cm以上とること

ポンプ口径
（§3-13）

５０ｍｍ以上 警戒水位
底面より

○.○○ｍ

底面より

形　状 通過径　○○ｍｍ 運転水位 ○.○○ｍ ○.○○ｍ3
○.○○ ｍ3／日

吸込ピット
容量

（§3-6）

インペラ ボルテックス or セミボルテックス

吐
　
出
　
し
　
ポ
　
ン
　
プ
　
設
　
備

種　別
（§3-10）

○

○.○○ ｍ3／時

底面より

○.○○ｍ

起動水位
底面より

○.○○ｍ ○.○○ｍ3

汚物用水中ポンプ等

ポ
　
ン
　
プ
　
運
　
転
　
関
　
係

停止水位

時間／日
低部構造
（§3-6）

勾配 1/15～1/10以上
形　式

（§3-10）
原則　着脱装置付

２台同時

維持管理者
（清　掃）　　　　㈱○○

1

計
　
画
　
下
　
水
　
量

○.○○ ｍ3／日

排
　
水
　
槽

有効容量
（§3-7）

排水槽の種別
（§3-3）

雑排水 1

（ポンプ設備）
㈱○○ （電気設備） ㈱○○

○○○-○○○-○○○○ ○○○-○○○-○○○○ ＴＥＬ ○○○-○○○-○○○○

（ポンプ設備）
○○水道㈱ （電気設備） ○○水道㈱

○○○-○○○-○○○○ ○○○-○○○-○○○○ ＴＥＬ ○○○-○○○-○○○○

ポンプ排水設備
担　　当　　者

設計者
（会社名）　　　　○○㈱

（設計担当者）
○○　○○

○○○-○○○-○○○○ ○○○-○○○-○○○○

設置者
（排水槽）　　　　○○水道㈱

建物の所有者
（住所）○○市○○区○○町○○　○-○ ○○　○○

建築物の管理者
○○市○○区○○町○○　○-○ ○○○○㈱　　代表○○　○○

○○○-○○○-○○○○ ○○○-○○○-○○○○

審査・調査年月日 完成（予定）年月日 ○年○月 建物の所在地 神戸市○○区○○町○-○



神戸市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム（以

下「システム」という）の適切な維持管理が行われるよう、必要事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、神戸市下水道条例（昭和 50 年 10 月第 40 号以下「条例」と

いう。）による。 

２ この要綱において「システム」とは、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を

公共下水道へ排除する機器の総体である。 

なお、このシステムは下水道法第 10 条に基づく排水設備と位置付ける。 

３ メーカーとは、システムについて公益社団法人日本下水道協会（以下、「下水道協会」という。）の

定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準（案）」（平成 25 年３月）による製

品認証を受けた者をいう。 

４ 使用者とは、システムの維持管理に最終的に責任を負う者で次に掲げる者をいう。 

  イ 独立建築物の所有者又は賃借人 

  ロ 賃借集合建築物の所有者 

  ハ 分譲集合建築物の所有者の代表 

  ニ 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める者 

５ 申請者とは、システムの新設又は変更をしようとする者をいう。 

６ 維持管理業者とは、システムの維持管理のためメーカーに指定された維持管理業者をいう。 

 

（設置機種） 

第３条 設置するシステムは、下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性 

能基準（案）」（平成 25 年３月）による製品認証を受けたものでなければならない。 

２ 前項において、既に当該システムに係る計画の確認及び工事の検査を受け設置したもの並びに平成 

27 年３月 31 日までに当該システムに係る計画の確認がなされる場合においては、建築基準法の一部 

を改正する法律（平成 10 年法律第 100 号）による改正前の建築基準法（昭和 25 年法律 201 号。）第 

38 条に基づき旧建設大臣の認定を受けたシステム又は社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のた 

めのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」（平成 16 年３月）に基づき評価機関により適合評 

価を受けたものはこの限りでない。 

 

（排水設備計画確認） 

第４条 システムを新設又は変更する場合は、条例第３条及び神戸市下水道条例施行規則第３条に基づ

く申請を市長に提出し確認を受けなければならない。この場合、様式第１号による「ディスポーザ排

水処理システム設置（変更）申請書」にそれぞれ次に掲げる図書（１部）を添付して市長に提出する。 

下水道協会による製品認証書の写し。ただし、第３条２項の規定に該当するときは適合評価書一式の

写し 

システムの仕様書及び構造図 

（別紙４）



・システムのフロー 

・ディスポーザ 

・排水処理部 

・排水設備設計図（ディスポーザから排水処理部までの配管図面） 

維持管理計画書 

・維持管理体制 

・維持管理要領（点検項目、頻度及び処理水質基準） 

 

（維持管理に関する指導） 

第５条 市長は、条例第３条に基づく計画の確認を行う場合には、システムの適正な維持管理のため申

請者、又は申請者と使用者が異なる場合は使用者に対し、次の各号に関する指導、又は勧告をするこ

とができる。 

（１）当該システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。 

（２）当該システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する点検に

関する記録等維持管理に関する資料を３年間保存するとともに、市長が必要であると認めたときは、

その資料を提出すること。 

（３）当該システムの適切な維持管理を確保するため、市長が必要であると認める場合には、立入検査

等の措置に応じること。 

（４）その他市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。 

 

（使用者の地位の承継） 

第６条 当該システムの使用者に変更が生じたときは、変更後の使用者が当該システムの適切な維持管

理を行うことの地位を承継する。この場合様式第２号の「使用者変更届」を市長に提出する。 

 

（メーカーに対する指導） 

第７条 市長は、メーカーに対し必要があると認める場合には、次に掲げる事項を指導する。 

（１）システムの販売に当り、使用者に対し、当該システムの維持管理については維持管理業者との維

持管理業務委託の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。 

（２）使用者に対し、市長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、そ

の理解を得ること。 

（３）市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。 

 

附  則 

この要綱は、平成 12 年９月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 14 年７月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 



附  則 

この要綱は、令和 3年４月１日から施行する。 

 



様式第 1 号 

  年  月  日 

神戸市長 あて 

 

ディスポーザ排水処理システム設置（変更）申請書 

 

申請者 

住所 

 

電話 

氏名 

 

  

設置場所 
 
神戸市    区 

（建物名称：                          建物総戸数：   戸） 
 
設置するシステム 

認証製品等の名称   

認証番号   

評価番号   

規格適合取得者   
 

ディスポーザ

設置個数 

 

 

個 

 

確約事項 

本申請の建築物に設置する「ディスポーザ排水処理システム」の維持管理について、下記の通り

確約いたします。 

１ 当該システムの使用者が確定した際には維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結し、維持

管理計画書に基づき、十分な協議を行い、各々（製造者、販売者、維持管理業者、使用者）の役

割を認識した上で、当該システムの維持管理を適切に行います。 
２ 維持管理に関する点検記録等に関する資料は３年間保存するとともに、市長が必要であると認

めたときは、その資料を提出するとともに立入検査等の措置に応じるものとします。 
３ 使用者確定までの維持管理業務は申請者において、責任をもって行います。 

添付書類 

 ・位置図 
 ・（公社）日本下水道協会による製品認証書（写） 

・システムの仕様書及び構造図 
・システムのフロー 
・ディスポーザ 
・排水処理部 
・排水設備設計図（ディスポーザから排水処理槽までの配管図面） 

・維持管理計画書 
・維持管理体制 
・維持管理要領（点検項目、頻度及び処理水質基準） 

 

入居予定時期   年  月 

 



 

 

様式第 2号 

 

使用者変更届 

 

神戸市長 あて 

 

神戸市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱第６条の規定によ

り、使用者を変更しましたので届け出いたします。 

 

記 

 
  年   月   日 

 
前使用者 
住 所 

 
氏 名                    

 
新使用者  
住 所 

 
氏 名                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-KOBE:神戸スマート申請システムの利用 
 

【排水設備工事関連の申請】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市建設局下水道部管路課 

令和 5年 6月 

 

 

  



 

 

目次 
０．e-KOBE:神戸市スマート申請システムの新規登録 

１．排水設備計画確認申請】の電子申請処理  

２．【排水設備工事完成届】の電子申請処理 

※上記目次から説明箇所まで移動します 



０.0．e-KOBE:神戸市スマート申請システムの新規登録 
Google 等の検索エンジンに上記の検索ワードを入れると下記の

ページにたどり着きます 

 

 

0.1.新規登録について 

 右上の新規登録をクリック 

 

クリックする 



0.2.利用者新規登録の事業者として登録するをクリック 

 
 

0.3.利用規約の内容を確認し、利用規約に同意しますに☑を入れ、利

用者の登録を開始するをクリック 

 
 

 

 

 

 

 

クリックする 

クリックする 

☑を入れる 

利用規約を 

確認する。 



0.4.メールアドレスを入力し、登録するをクリック。 
※ 今後ご利用いただく利用者 ID となりますので業務で活用するメールアドレ

スで登録してください。 

 
登録情報に間違いがなければ をクリック 

 
 

0.5. 登録したメールアドレスに認証コードが届くので入力する。 

 

登録したメールアドレスに認証コード 

が届くのでそのコードを入力する。 



0.6.利用者情報の入力（事業者）後、内容を確認するをクリック。 

 

 
内容に問題なければ登録するをクリック。 

これで e-KOBE の登録は完了となります。 

 
 

これで e-KOBE の登録は完了となります。 

クリックする 

クリックする 



1.0.e-KOBE にログインして「手続き一覧（事業者向け）」をクリ

ック 

 
 

1.1.e-kobe により電子申請できる手続き一覧が表示される。 

左側の住まい・水道・下水道をクリック。 

 
 

 

 

 



1.2.排水設備計画確認申請及び排水設備工事完成届の申請を行う場

合は排水設備の確認申請をクリック。 

 

 

下水道の排水設備の確認申請をクリックする。 

電子申請を行うものをクリックする。 



1.3【排水設備計画確認申請】の電子申請処理 

申請をクリックすると内容詳細が表示されます。 

内容を確認いただき、本申請を行う場合は次へ進むをクリック。 

 

 

 
 

 

 

 

 



1.4.申請内容に沿って、必要な項目を入力してください。 

※必須項目は、入力しないと先に進めないので注意してください。 

【入力例】※選択により表示されない項目もあります。 

 

 

 

 

申請（公共下水道処理区域）の可否 

公共下水道処理区域であるか確認してください。 

農業集落排水又は浄化槽の場合は所管が異なります。 

申請区分 

当初からの変更を申請する場合は変更申請を選択し

てください。 

代理申請の有無 

指定工事店が申請する場合は代理人申請を選択してください。 



 

 

 

 

『
施
工
場
所
が
申
請
者
住
所
と
異

な
る
』
を
選
択
す
る
と
表
示 

排水設備概要等（汚水接続箇所） 
・公共汚水ます:公共汚水ますに接続する場合に選択」 
・共同排水管 :公共汚水ます以外の共同排水管に接続する場合に選択」 
・既設排水管 :排水設備を既設排水管に接続する場合に選択」 
・なし（汚水工事なし）:「汚水工事がない場合に選択」 
 
汚水接続箇所（公共汚水ます） 
※上記注１）で『公共汚水ます』を選択すると表示。 
・塩ビ  :接続する場合が塩ビますの場合に選択 
・新設予定:新たに公共汚水ますを新設する場合に選択 
・Co（ます・取付管取替予定）:既設 Co ます・取付管を取替る場合に選択 
・Co（ますのみ取替・取付管塩ビ又は更生済） 
 :取付管が塩ビ性か更生済であり、Co ますのみ取替る場合に選択 
・Co（継続使用協議済） 
 「接続するますは Co 性であるがそのまま継続使用する場合に選択」 
 ※継続使用の可否は、施主および改善担当と調整してください。 

建築物概要（用途） 

・飲食店の場合は食種まで記入ください。 

 例）中華料理、ラーメン屋、うどん屋、喫茶、洋食、和食、軽食など 

・その他 

 例）社員用厨房、自動車洗車場、美容院、歯科医院、公衆浴場など 



 

 

 

 

阻
集
器
の
有
無
で
『
有
』
を
選
択
す

る
と
表
示 

地
下
排
水
槽
の
有
無
で
『
有
』
を
選

択
す
る
と
表
示 

 

地
下
排
水
槽
の
有
無
で
『
有
』

を
選
択
す
る
と
表
示 

 
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
排
水
処
理
シ
ス
テ
ム
の

有
無
で
『
有
』
を
選
択
す
る
と
表
示 

 

阻集器種別 

例）オイル、サンド、ヘアー、ランドリー、プラスタ、その他 

地下排水槽協議番号 

汚水ポンプ設備の事前協議の協議番号を入力 

ディスポーザ排水処理システム協議番号 

ディスポーザ排水処理システムの事前協議の協議番号を入力 



 

 

 

 

 
 

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
フ
ァ
イ
ル
を
選
択
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
必
要
な
書
類
をP

DF

等
で
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。 

 



1.5.必要事項を入力後、次に進むをクリック 

 



２．０．【排水設備工事完成届】の電子申請処理 

１．０～１．２までの手順で、『排水設備工事完成届』をクリックす

ると内容詳細が表示されます。 

内容を確認いただき、本申請を行う場合は次へ進むをクリック。 

 

 

 
 

 

  



２．１．申請内容に沿って、必要な項目を入力してください。。 

※必須項目は、入力しないと先に進めないので注意してください。 

【入力例】※選択により表示されない項目もあります。 

 

 

 

 

浄化槽切り替え、くみ取り改造の場合は公共下水道使用開

始届の提出が必要です。 

施
工
場
所
が
申
請
場
所
と
異
な
っ
て
い
た
り
、
指
定
工
事
店
の
住
所

が
入
っ
て
る
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 



 

 

 

 

添付書類（写真）の提出 
完成届の写真を添付してください。 
※ 特に取り忘れの多い箇所 
・雨水側溝への接続処理後の状況 
・１号人孔（接続ます）へ接続する場合の背面の防護の状況 
・阻集器等の型式や大きさ、認証マークがわかるもの 

添付書類（変更完成図）の提出 
※ 軽微な修正の場合に限られます。計画確認申請時の図面と大きく変わる場

合は、事前に変更申請が必要です。 



 

 

 

 

 
 



様式第１号 

（表） 

排水設備計画（変更）確認申請書 

令和○年 ○月 ○日 

神戸市長 宛 

次のとおり排水設備の新設等の（計画・確認を受けた事項の変更）について確認を受けたいので、神戸

市下水道条例第３条第１項の規定により申請します。 

設置義務者（申請者） 

住所 

神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号 

（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 

（ふりがな）コウベ  イチロウ 

 氏名   神 戸  一 郎 

施工場所（申請者住所と同一であれば、記入しないでください。） 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

施工業者名（ 〇 〇 設備（株） ） 

代表者（ 下 水 五 郎 ） 指定工事店番号（  ○○○  ） 

責任技術者名（ 三 宮  太 郎 ）  電話番号 （○○○）○○○─○○○○ 

工事着手予定日 ○○ 年 ○ 月 ○ 日 工事完了予定月 ○○ 年 ○ 月 

工事種別 ☑新設 □増設 □改築 □撤去 □臨時・仮設（使用期間 ○○ 年 ○ 月まで） 

□浄化槽切替え □くみ取り改造 □修繕

建築物概要 

（延べ床面積 ○○平方メートル） （用途） □住 宅 □事務所 □非用水型販売店舗

（階数）地上  ○ 階 ☑飲食店（ 中華料理屋 ）

地下    階 □その他（ ） 

排水設備概要等 

汚水接続箇所 

公共汚水ます ☑塩ビ □新設予定 □Ｃｏ（ます・取付管取替予定） 

□Ｃｏ（ますのみ取替・取付管塩ビ又は更生済） □Ｃｏ（継続使用協議済）

□共同排水管 □既設排水管

雨水接続箇所 ☑公共側溝 □既設雨水管渠
きよ

□その他（ ） 

 阻 集 器  □無 ☑有（ グリース ）阻集器 

地下排水槽  □無  ☑有（汚水槽 ○槽、雑排水槽 槽、混合槽 槽、湧水槽 槽） 

地下排水槽協議番号（  ○○  ─  ○○ ）

ディスポーザ排水処理システム ☑無 □有 ：協議番号（ ─ ） 

除害施設等 □１日 大汚水量50立方メートル以上の建物 □除害施設 □特定施設（ ） 

神戸市下水道事業基金条例の規定による貸付金の有無 ☑無 □有：工事予定金額（ 円） 

添付書類 ☑設計書 ☑接続ますの写真 ☑責任技術者証の写し

☑その他（ 阻集器容量計算書、ポンプ排水設備調書 ） 

注意 裏面のとおり 

（ここから下は、記入しないでください。） 

上記のとおり申請がありましたので、排水設備計画又はその変更事項を確認してよろしいか。 

その他必要事項 確認年月日 

確認番号 

記入例 注意事項 

受付印は、郵送受理・窓口受理時に押印処理します。 

申請者及び施工業者名・代表者名・責任技術者名（施工業者代表者と責任技術者が同一人物であってもそれぞれ

記入）を必ず記入してください。 

工事着予定日の１４日前までに提出してください。受付処理後、審査期間が1４日間です。 

工事着手は、確認証発行日以降としてください。 

飲食店の場合：食種まで記入してください。 

【例】中華料理、ラーメン屋、うどん屋、喫茶、洋食、和食、軽食、ファーストフード等 

その他の場合：具体的に記入してください。 

【例】社員用ちゅう房、自動車洗車場・整備工場、美容院、公衆浴場、営業用洗濯場、歯科医院、外科医院 

工事等で一時使用の場合は、「臨時・仮設」に☑し、使用期間を記入してください。

公共ますを下水道法１６条に基づき、取付管・接続ます(新設・改築)工事施工承認申請を申請中の場合は、「新

設予定」に☑、公共下水道（取付管・接続ます）改善への支援事業認定を申請中の場合は、「Ｃｏ（ます・取付

管取替予定）」又は「Ｃｏ（ますのみ取替・取付管塩ビ又は更生済）」に☑してください。 

様式第２号 設計書を添付してください。 

地下排水層（汚水）及びディスポーザ設置の場合は、事前協議が必要となります。協議完了後、協議番号を発行

します。 

工事完了予定月も必ず記入が必要です。工事が完了しない場合、工期延長を申請してください。任意様式です

が、申請者及び代理人の住所・氏名、受付年月日、確認番号、施工場所、延長理由を記入してください。 

接続ますの有無確認のため、ます蓋（市章入り）の写真（遠景・近景）を添付してください。 

共同排水管、既設排水管の場合は、不要です。 

その他 計画内容に応じて阻集器計算書、ポンプ排水設備調書（写し）、ディスポーザ排水処理システム設置

（変更）申請書（写し）を添付してください。 

記入欄及び添付書類に不備がある場合、確認証を発行できません。 

下記の項目について確認のうえ、提出してください。 

油脂、鉱油、土砂その他これらに類するものを排出する箇所には、有効な位置に使用目的に適合した阻集器を設

けること。屋外に設ける場合は雨水混入のないよう流量調整器を設置すること。 

阻集器種別（オイル、サンド、ヘアー、ランドリー、プラスタ、その他） 

責任技術者証（写し）を添付してください。 

４

受 付

神戸市公共下水道 

管理者

－４ .  .１１

194315
テキストボックス
（別紙6）be



（裏） 

注意 

１ この申請書は、本人又はその代理人が記入するものです。 

 なお、この申請書の提出事務を代理人に委任する場合は、委任事項を記載した委任状を添付

し、又は以下の委任状に必要事項を記載してください。 

２ この申請は、設置される排水設備が公共下水道に悪影響を与えないか、衛生的に下水を排除

できる計画であるか確認するものです。全ての排水設備の機能や品質、性能を保証するもので

はありません。 

３ 排水設備に係る工事に関し、地主、家主、共同排水管の所有者その他の利害関係人がある場

合は、当該利害関係人とよく話し合ってください。この申請は、市長が私法上の権利等を確認

するものではありません。 

４ 確認を受けた計画を変更する場合は、事前に変更事項の確認を受けてください。 

５ 市長はこの申請を確認したときは排水設備計画（変更）確認証を交付します。 

委 任 状

令和〇年 〇 月 〇 日 

神戸市長 宛 

 私は、次の者を代理人と定め、排水設備計画（変更）確認申請書の提出その他の排水設備工事の事

務遂行上必要な一切の権限を委任します。 

委任者 

住 所 神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号 

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

神 戸  一 郎 

受任者 

住 所 神戸市○区○町〇丁目〇番〇号 

氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

〇 〇 設備（株） 代表取締役 下 水 五 郎 

施工場所（委任者の住所と同一のときは、記入しないでください。） 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号  



様式第２号 

設 計 書 

 

申請者の氏名 

神 戸 太 郎 

位置図（目標物を必ず記入してください。） 

N

  

 

施工場所 

         

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号  

            

施工業者名 

○ ○ 設備（株） 

水栓番号（くみ取り改造工事の場合のみ記入

してください。） 

                

  

平面図  

 

 

 

 

 

注意 詳しく、丁寧に記入してください。管径、管種、延長及び勾配は必ず記入してください。

屋外平面図は、必ずこの用紙に記入し、別紙を添付することは避けてください。 

 

 

・管種 管径 こう配 延長（こう配は、〇/100又は〇〇％表示とする。） 
（ VU 100 20‰ 8.6 ） 
・線種やますの記号は、神戸市排水設備指針と解説 参照 
・屋内排水管は、こう配未記入でよい。 

注
意
事
項 

記入例 
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§１－11 設計図凡例

設計図は、排水設備の縮小姿図であるから、それに用いる記号も簡単かつ明瞭で、誤りのお

こらないような記号を用いる。 

【解説】 

設計図に記入する線種・ます等の記号は表１－２～表１－５によることを原則とする。境界線、

建物外周、間仕切り及び寸法線は細線、排水設備は太線とする。なお、本指針に明記されていない

ものはSHASE-S 001に準ずる。 

表１－２ 線種及び色別 

排 水 

管 渠 

汚  水 
新  設 赤  色 

実 線 
既  設 黒  色 

通  気 
新  設 赤  色 破 線 

通気の末端 既  設 黒  色 

雨  水 
新  設 赤  色 一 点 鎖 線 

浸 透 管 既  設 黒  色 

給 水 管 

（ ）内はくみ取り 

改築の水道局申請図 

新  設 
青  色 

（赤 色） 

実 線 

（破  線） 

既  設 
青  色 

（黒 色） 
一 点 鎖 線 

そ の 他 

（１）建築の外周、間仕切り

（２）公 私 境 界 線

（３）隣 地 境 界 線
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表１－３ 設計図凡例（参考 SHASE-S 001：空気調和・衛生工学会） 

類 別 図 示 記 号 類 別 図 示 記 号 

屋外ます等 
(12)排 水 槽

(13)ドラムトラップ

(14)床排水トラップ

(15)ルーフドレン

(16)間接排水受け

(17)目 皿 

(18)共栓付き排水金物

(19)床上掃除口

(20)床下掃除口

(21)洗濯機用排水トラップ

(22)旧くみ取り口

(23)旧 浄 化 槽

(24)井 戸 

(25)管 材 料

① 硬質塩化ビニル管

一般管 

薄肉管 

② 硬質塩化ビニル

卵形管 

③ 強化プラスチック

複合管 

④ 鉄筋コンクリート管

⑤ 鋳鉄管

⑥ 鋼 管

⑦ 耐火二層管

汚P：汚水槽 

雑P：雑排水槽 

混P：混合槽 

雨P：雨水槽 

湧P：湧水槽 

その他、冷蔵庫などの衛

生器具以外の器具で設計

図凡例にないものは、そ

の名称を記入すること。 

VP 

VU 

EVP 

FRPM 

CP 

CIP 

GP 

FDP 

(１) 接続ます

(２) 汚水ます

(３) 雨水ます(集水ます)

(４) 側溝用雨水ます

(５) 小口径ます(汚水)

(６) 屋外トラップ(A型)

(７) 屋外トラップ(B型)

(８) トラップます(C型)

(９) トラップます(D型)

(10) 浸透ます

機 器 等 

(１) 大 便 器

(２) 小 便 器

(３) 洗面器・手洗い器

(４) 流 し 

(５) 浴 室 

(６) 掃除用流し

(７) 洗 濯 機

(８) 洗濯機パン

(９) 阻 集 器

(10) 床下集合配管部

(11) ディスポーザ

(排水処理システム型) 

GT ：グリース阻集器 

OT ：オイル阻集器 

ST ：サンド阻集器 

HT ：ヘアー阻集器 

PT ：プラスタ阻集器 

LT ：ランドリー用阻集器 

表１－４による 

井 

浄 

汲 

汚P 

 
HEAD 

 
DISP 

記号Ｂは内外 

どちらでもよい。 

トラップ付き
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表１－４ 設計図凡例（小口径ます（汚水）記号）（参考 JSWAS K-7：日本下水道協会） 

図  示  記  号 記 号 の 説 明 設 置 箇 所 

ST ストレート 直線（ストレート）部 

221/2L 22.5°の大曲り 

屈  曲  部 

（起点を含む） 
45L 

45°の大曲り 

【トイレ等の最上流部に使用】 

90L 90°の大曲り 

90Y 合流角度90° 

合  流  部 

45Y 合流角度45° 

45YS 

合流角度45° 

落差付き 

【トイレ等の合流部に使用】 

WY 
合流角度45° 

３方向流入 

WYS 

合流角度45° 

３方向流入 

落差付き 

90YW 
合流角度90° 

流入２本 

WLS 
合流角度180° 

落差付き 

UT （合流） 

UTK（起点） 

（Ａ型）   （Ｂ型） 
口径75㎜のトラップ 

(口径50㎜トラップ使用不可) 

屈  曲  部 

（起点を含む） 

UTY 

合流角度90° 

＋口径75㎜のトラップ 

(口径50㎜トラップ使用不可) 
合  流  部 

UTW 

口径75㎜のトラップ 

２本流入 

(口径50㎜トラップ使用不可) 

DR ドロップ 落  差  部 

1. 【 】は、必ず使用する箇所を示す。

2. 小口径ますの表示方法
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様式第４号  

  

排水設備工事完成届 
 

令和〇年 ○月 ○日  

 神戸市長 宛 

（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 

設置義務者（届出者） 氏名  神 戸  一 郎         

 
 
 次のとおり排水設備の新設等の工事が完成したので、神戸市下水道条例第３条第３項の規定により届

け出ます。 

 

１ 施工場所  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
 

２ 確認番号  ○○○○○○○ 

３ 完成年月日 令和 〇 年 ○ 月 ○ 日 

４ 施工業者名  〇 〇 設備（株） 

５ 添付書類 

 ☑写真（施工状況及び排水設備の接続方法が確認できるもの。阻集器等を設置した場合は、当該
阻集器等の設置場所、寸法及び型式番号が分かるもの。その他本市指示によるもの。） 

 □完成図（神戸市下水道条例施行規則第４条に規定する事項の変更がある場合に限る。） 

６ 確認報告 

下記について設置義務者と施工業者で確認をした。 

 ☑公共下水道への支障がない 

神戸市下水道条例第４条第２項の規定により、排水設備を公共下水道に接続するときは、誤接
続など公共下水道への支障がないように施工した。 

 ☑排水設備に問題がない 

施工した全ての排水設備の機能、品質、性能に問題がないことを確認した。 

☑写真・完成図・申請書類の引き渡し 

 施工業者から写真・完成図・申請書類の引き渡しを受けた。 

☑排水設備の維持管理 

 ます蓋の開け方、ますの清掃等について理解した。 

☑雨水排除施設に接続する場合 

 石鹸など公共用水域の水質悪化になるものの使用禁止について理解した。 

□阻集器等を設置した場合の維持管理方法 
  清掃方法及び適切な清掃を行う必要性について理解した。 
 
 確認実施日 ：   令和〇年 ○月 ○日 

注意 この届書は、本人又はその代理人が記入するものです。 

 
 

（ここから下は、記入しないでください。） 
 

 
  

 

 到達年月日  年  月  日 

 

   

   

確認者 

 

記入例 
注意事項 

受付印は、郵送受理・窓口受理時に押印処理します。 

設置義務者（排水設備計画確認申請の申請者）を記入してください。 

下記の項目について確認のうえ、提出してください。 ４

受 付 

神戸市公共下水道

管理者

－４ .  . １１ 

施工場所を記入してください。 

確認番号（排水設備計画確認証の右上に記載されています）を記入してください。 

排水設備の工事が完成した年月日を記入してください。（外構工事が未完成でも構いません。） 

なお、完成届の提出期限は排水設備の工事完成後、30日以内です。 

30日を超えた場合、神戸市下水道条例施行規則により、指定の取り消し等の処分を行うこととなります。 

施工業者名（排水設備計画確認申請の施工業者名）を記入してください。 

工事写真を添付してください。 

以下を撮影し、提出してください。 

・建物の東西南北周辺（ますの並びがわかるもの） 

なお、必要に応じて、複数枚になってもよい。 

・接続ますへの接続状況（施工状況がわかるもの） 

・雨水接続先仕上げ状況（管口まわりの仕上げがわかるもの） 

・屋外手洗い場等の設置状況（複数ある場合は設置箇所分） 

（汚水接続の場合は、屋根との位置関係がわかるもの） 

・施工状況写真（任意箇所の汚水雨水が同一掘削面にあるものが望ましい） 

・阻集器、地下排水槽、ディスポーザ排水処理システム、潜熱回収型ガス給湯器を設置する場合は、型式や大き

さ、認証マークがわかるもの 

設置義務者（施主）と施工業者で「公共下水道への支障がない」から「雨水排除施設に接続する場合」までを確

認し、☑してください。 

なお、阻集器等、適切な維持管理（清掃）を要する特殊構造物を設置した場合は、「阻集器等を設置した場合の

維持管理方法」も確認し、☑をしてください。 

設置義務者（施主）と施工業者で確認した年月日を記入してください。 

変更申請を必要としない変更（通称：軽微な工事）の場合は、「完成図」を☑し、提出してください。 

変更申請を必要とする事項において、変更申請を怠っていた場合、神戸市下水道条例施行規則により、指定の取

り消し等の処分を行うこととなります。 

記入欄及び添付書類に不備がある場合、受付できません。 

194315
テキストボックス
（別紙８）be
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TEL FAX
e-mail

  

https://kobecity.maps.arcgis.com/home/index.html  

14

30

https://kobecity.maps.arcgis.com/home/index.html
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120

20

JIA

 

100
75

4-18

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/9872/masutoritsukekan.pdf
75

15

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/9872/masutoritsukekan.pdf
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2-33 

 

 

200  

Q = × × 1 k
Q /minA 200 1 1 /( )  95 n 1 1 /( )  4.5 

/( )  2.6 t 1 min/  720 k  3.5 

Q = × × 1 k
= 200 95 × 4.52.6 × 1720 3.5= 159.8 /min

（別紙１2）



G = +
G kg

kg

kg

A × ×
A × ×1 1 g/( )  9.0 1 1 g/( )  3.5 

 

 10 kg/gf 10
A × ×

	 200 9.0 × 4.52.6 × 7 1021.8 kgA × ×
200 3.5 × 4.52.6 × 7 1036.3 kg

G = += 21.8 + 36.3 58.1 kg

Q = 159.8 /min ,G = 58.1 kg

160 /min 59 kg  



 

  

  

m *  u b 

( ) 

1

min

g ( ) g ( )

( )  130 

720 
3.5 

18.0 8.0 

   95 9.0 3.5 

   100 7.0 2.5 

150 19.5 7.5 

150 9.0 3.0 

   90 6.0 2.0 

   85 3.5 1.5 

20 3.0 1.0 

 90 600 6.5 3.0 

 

 ( )  

 

( )  5.0 

   4.5 

   5.0 

5.0 

   7.0 

   8.0 

8.0 

 4.0 

 

( )  

a) 

25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 600 700 800 

( )    3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4  

   - 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 

   2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 

  2.9 3.5 4.1 4.4 4.8 5.0 5.2  

   3.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 

   3.7 4.7 5.3 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2  

3.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 

 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 

a)  



雨水取付管接続工（その１）
本管がヒューム管で取付管径が２００ｍｍ以下の場合

取付管がヒューム管

平　面　図 断　面　図

Ａ部詳細部

取付管が塩ビ管

平　面　図 断　面　図

Ａ部詳細部

（
別
紙
１
３
）



雨水取付管接続工（その２）
本管がヒューム管で取付管径が２５０ｍｍ以上の場合

平　面　図

断　面　図

横 断 面 図 縦 断 面 図

鉄 筋 加 工 図



雨水取付管接続工（その３）

本管が矩形渠で削孔径が400ｍｍ未満の場合

平　面　図 断　面　図

Ａ－Ａ断面図 目　地　部



雨水取付管接続工（その４）

本管が矩形渠で削孔径が400ｍｍ以上の場合

平　面　図

断　面　図

Ａ－Ａ断面図

目　地　部

Ｂ－Ｂ断面図

鉄 筋 加 工 図 アンカー施工図

Ａ部詳細図
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